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令和元年上尾市教育委員会１１月定例会 会議録 

１ 日  時  令和元年１１月２２日（金曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１０時１５分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  教育長 池野和己 

教育長職務代理者 細野宏道 

委員 中野住衣 

委員 大塚崇行 

委員 内田みどり 

委員 小池智司 

４ 出席職員  教育総務部長 小林克哉 

学校教育部長 伊藤潔 

学校教育部参事 兼 学校教育部次長 関孝夫 

教育総務部次長 西嶋秋人 

学校教育部副参事 兼 学務課長 瀧沢葉子 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 太田光登 

教育総務部 教育総務課長 森泉洋二 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳 

教育総務部 図書館長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 柳川忠明 

学校教育部 学校保健課長 荒井正美 

学校教育部 中学校給食共同調理場所長 戸國健一 

書記  教育総務課主幹 山内和徳 

教育総務課副主幹 上山英樹 

教育総務課主査 鳥丸美鈴 

教育総務課主任 井上建一 

５ 傍 聴 人 １人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ １０月定例会会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

議案第５２号 令和２年度当初給食調理員人事異動方針について 

日程第５ 報告事項 

報告事項１ 令和２年度平方幼稚園入園申込み及び面接結果について 

報告事項２ 上尾市学校施設更新計画基本方針について 

報告事項３ 第２０回あげおヒューマンライツミーティング２１の開催について 

報告事項４ 令和２年上尾市成人式について 

報告事項５ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの出走率・完走率について 

報告事項６ 令和元年１０月 いじめに関する状況について 

日程第６ 今後の日程報告 

日程第７ 議案の審議 

議案第５３号 上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について 

議案第５４号 上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出につ

いて 

議案第５５号 平成３１年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

日程第８ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（池野和己 教育長）ただ今から、令和元年上尾市教育委員会１１月定例会を開会いたします。本日、

傍聴の申出はございますか。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）１名の方から傍聴の申出がございます。教育長の許可をお願いします。 

 

（池野和己 教育長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（池野和己 教育長）日程を進める前に、今月２０日付けで中野委員さんが教育委員として再任されて

おります。ここで、再任のご挨拶をお願いしたいと存じます。中野住衣委員さん、よろしくお願いい

たします。 

 

（中野住衣 委員）おはようございます。この度私は、教育委員に再任をされました。改めてその重責

に身の引き締まる思いであります。現在時代の変化が、教育にも大きな変化をもたらしておりまして、

その変革が求められております。そうした中で、教育行政の期待も増々大きくなっていると実感して

おります。その変革の時でありますが、私は常々、教育の不易の部分を大切にしたいと考えておりま

す。皆様にご指導いただきながら、上尾市の教育の充実のために、自分の役割をしっかり果たしてい

きたいと考えている所存でございます。何卒よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。 

 

日程第２ １０定例会会議録の承認 

（池野和己 教育長）それでは、「日程第２ １０月定例会会議録の承認」についてでございます。１

０月定例会の会議録につきましては、すでにお配りをし、確認していただいておりますが、修正等が

ございましたら、ここでお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、承認することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、１０月定例会会議録については、中野委員にご署名をいた

だき、会議録といたします。 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。会議
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録署名委員は、大塚委員にお願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）はい。 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第４ 議案の審議」でございますが、その前にお諮りいたし

ます。本日提出されております議案４件のうち、議案第５３号から議案第５５号までの３件につきま

しては、上尾市議会に提出することとなる案件で、最終的な意思決定前の情報であるため、非公開の

会議として審議したいと存じますが、ご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ご異議がないものと認め、議案第５３号から議案第５５号までの３件

につきましては、会議を公開しないものとして決定いたしました。この決定を受けまして、予定され

ている本日の日程を変更いたします。まず、会議を公開して、議案第５２号の審議を行い、続いて、

報告事項、今後の日程報告を行いたいと存じます。その後、非公開の会議として、議案第５３号から

議案第５５号までの審議を行いたいと存じますので、よろしくお願いいたします。それでは、「日程

第４ 議案の審議」に入ります。「議案第５２号 令和２年度当初給食調理員人事異動方針について」

説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５２号につきましては、森泉教育総務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５２号 令和２年度当初給食調理員人事異動方針について 

（森泉洋二 教育総務課長）「議案第５２号 令和２年度当初給食調理員人事異動方針について」でご

ざいます。議案書１ページをお願いします。令和２年度当初給食調理員人事異動方針を下記のとおり

定めるものでございます。提案理由でございますが、給食調理員に係る令和２年度当初人事異動につ

いて、人事異動方針を定めたいので、この案を提出するものでございます。「１ 基本方針」でござ

いますが、「当初給食調理員の人事異動の実施に当たっては、学校運営の円滑化及び職員の士気高揚

を図るため、適切に実施する」とするものでございます。次に「２ 給食調理員の人事異動に係る実

施要領」でございますが、同一校で３年以上継続勤務している職員を異動対象とすることを基本とし

ますが、併せて例外について規定します。また、任期が更新される再任用職員については、必要に応

じて異動対象とすることとします。説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今議案第５２号につきまして、説明いただきまし

たが、質疑、意見はございますか。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）他にないようですので、これより採決をいたします。「議案第５２号 令和２年

度当初給食調理員人事異動方針について」原案どおり可決することにご異議はございませんか。 
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～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

日程第５ 報告事項 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第５ 報告事項」でございます。本日は、６件の報告がござ

います。順次報告をお願いします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）上尾市教育委員会１１月定例会報告事項のご用意をお願いいたします。

「報告事項１ 令和２年度平方幼稚園入園申込み及び面接結果について」及び「報告事項２ 上尾市

学校施設更新計画基本方針について」は森泉教育総務課長が、「報告事項３ 第２０回あげおヒュー

マンライツミーティング２１の開催について」及び「報告事項４ 令和２年上尾市成人式について」

は小宮山生涯学習課長が、「報告事項５ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの出走率・完走率に

ついて」は柳川スポーツ振興課長が報告申し上げます。 

 

○報告事項１ 令和２年度平方幼稚園入園申込み及び面接結果について 

（森泉洋二 教育総務課長）それでは、報告事項１ページをお願いいたします。「報告事項１ 令和２

年度平方幼稚園入園申込み及び面接結果について」ご報告いたします。申込書配布につきましては、

１０月１５日から３１日まで行いまして、募集定員５０人に対し、３名に配布をしたところでござい

ます。入園説明会を１０月１６日に、入園申し込み、面接につきましては、１１月１日に行いました。

その結果でございますが、申込者数は、３名で、内定者数も３名となっております。なお、この内定

者３名につきましては、全て令和２年度の年少クラスの園児となります。来年を迎えますと、令和２

年４月の在園予定者数は、現在の年少者がそのまま年長に上がると１５名、先程の３名と合計いたし

まして１８名となります。入園申込者につきましては、定員に達しておりませんので、随時入園申し

込みの受付を行い、今後上尾市のホームページで追加募集を行う予定でございます。説明は以上でご

ざいます。 

 

○報告事項２ 上尾市学校施設更新計画基本方針について 

（森泉洋二 委育総務課長）続きまして、報告事項の２ページをお願いいたします。「報告事項２ 上

尾市学校施設更新計画基本方針について」ご報告いたします。上尾市学校施設更新計画基本方針をお

手元に別冊としてお配りさせていただきました。上尾市学校施設更新計画基本方針につきましては、

学校施設更新計画を策定する上での、マネジメントの基本的な考え方や、構成を示すものでございま

す。こちらの基本方針の掲載内容でございますが、初めに第１章と致しまして、基本方針の目的、位

置付けなどを記載しまして、第２章として、通学区域、児童生徒数の状況、学校規模の状況、学校施

設の状況など、上尾市の教育環境の現状を掲載しております。次に第３章と致しまして、上尾市が目

標とする教育環境として、児童生徒数、クラス数の適正規模、適正配置を考える通学距離、施設の複

合化の方向性など、更新計画を策定する上で、教育環境整備のコンセプトと致しまして掲載しており

ます。今後のスケジュールにつきましては、本日の教育委員会の後に、上尾市個別施設管理基本計画

等評価委員会でご了承をいただきましたら、公表とさせていただく予定でございます。説明は異常で

ございます。 
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○報告事項３ 第２０回あげおヒューマンライツミーティング２１の開催について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「報告事項３ 第２０回あげおヒューマンライツミーティング２１の開

催について」でございます。報告事項の３ページをお開きください。内容説明でございますが、人権

問題についての学習の場として、また、人権教育・人権啓発を推進する主要な事業の一つとして実施

するものです。期日は１２月７日（土）、正午から午後４時１０分まで、上尾市コミュニティーセン

ターを会場に実施します。内容の詳細につきましては別紙４・５ページをご覧いただきたいと思いま

すが、今年度は別紙資料にある人権講演会とワークショップ等、また、人権に関する標語・作文の優

秀賞の発表及び表彰、障害者授産施設の製品販売などを行います。説明は以上です。 

 

○報告事項４ 令和２年上尾市成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）６ページをお開きください。「報告事項４ 令和２年上尾市成人式につ

いて」でございます。期日につきましては、令和２年１月１２日（日）の実施でございます。主にＪ

Ｒ高崎線東側居住者が対象の第１回目が午前１０時３０分から、主にＪＲ高崎線西側の居住者が対象

の第２回目が午後０時４５分から、それぞれ開催いたします。会場は上尾市文化センター、主催は上

尾市・上尾市教育委員会となります。内容につきましては、例年どおり、２０分程度のアトラクショ

ンと５０分程度の式典の２部構成となります。アトラクションにつきましては、恩師からのビデオレ

ターなど成人代表者のよる実行委員会の制作で実施します。対象者につきましては、平成１１年４月

２日から平成１２年４月１日までに生まれた市内在住の人で、住民基本台帳から１１月１日現在で抽

出した対象者２，４１７人に１２月上旬に案内状を発送する予定です。なお、現在は市外在住である

が、中学校卒業時に市内に在住していた人につきましては、申し出により逐次案内状を送付していま

す。説明は以上でございます。 

 

○報告事項５ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの出走率・完走率について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）「報告事項５ 第３２回２０１９上尾シティマラソンの出走率・完走

率について」ご報告いたします。お手元に別紙で配布させていただきました、報告事項７ページ、８

ページの出走率・完走率一覧をご覧ください。上尾シティマラソンを１１月１７日に開催いたしまし

た。申込者数は８，４１０人。うち、出走者７，３０５人、完走者６，９９３人、出走率８６．８６

パーセント、完走率は９５．７３パーセントでございました。出走率・完走率につきましては、ほぼ

昨年並みの結果となっております。今年度も、今年からプロランナーに転向した川内雄輝さんに招待

選手として出走いただき、競歩の岡田久美子さんには、ゲストとしてスタート時の選手の見送りや表

彰時のプレゼンターを行っていただくなど、お二人には大会を大いに盛り上げていただきました。ま

た、ニューヨークシティロードランナーズ招待選手ディレクターやコーディネーターなど、ニューヨ

ークシティマラソンの関係者の方々にもご参加いただきました。なお、ハーフ大学生男子の部の優勝

者の記録１時間１分２３秒は、大会新記録とはなりませんでしたが、大会記録に４秒差の好タイムで

ございます。当日は教育委員の皆様にも開会式にご参列いただき、ありがとうございました。報告は

以上でございます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）「報告事項６ 令和元年１０月 いじめに関する状況について」は太田副参

事兼指導課長が報告申し上げます。 

 

○報告事項６ 令和元年１０月 いじめに関する状況について 

（太田光登 指導課長）９ページ「報告事項６ 令和元年１０月 いじめに関する状況について」でご
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ざいます。１０ページをご覧ください。小学校の状況です。新規認知４６件、解消に向けて取組中７

６件、解消２件です。１１ページをご覧ください。中学校の状況です。新規認知１２件、解消に向け

て取組中６６件、解消１件です。指導課からは以上でございます。 

 

（伊藤潔 学校教育部長）報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、６件の報告事項につきまして説明をいただき

ました。委員の皆様の方から、質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（内田みどり 委員）平方幼稚園の今後の定員についてお伺いさせていただきます。今年度は３名の入

園希望者があるということなのですが、今後の予定として、来年度の募集ですとか、そういったもの

はどうなさるのかお聞かせいただければと思います。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）平方幼稚園でございますが、平方幼稚園の在り方、方針につきまして、令

和３年度、令和４年の３月閉園の方針が決まりまして、それに向けて手続きを進めております。こち

らにつきまして、平方幼稚園の保護者向けの説明会を９月と１１月の２回、また地区の区長会で、８

月に説明をさせていただいております。令和２年の４月に入園する園児に関しましては、閉園までの

期間の２年間保育が出来ますので、その間の期間で、途中入園される方、例えば来年度であれば、年

長クラス、年少クラス、令和３年度につきましては、年長クラスのみ途中での入園が出来る形になり

ます。在り方としまして令和３年度、令和４年３月の閉園の方針を決めて進めておりますので、入園

に関しましてはその２か年になります。 

 

（内田みどり 委員）来年度は新入園の年少さんの募集は行わないということでよろしいでしょうか。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）今回、令和２年度の募集を行いましたが、令和３年度の募集に関しまして

は、行わない予定でございます。 

 

（内田みどり 委員）わかりました。ありがとうございました。 

 

（中野住衣 委員）シティマラソンの件で意見です。今年も盛況のうちに、大きな事故もなく終わり、

私たちも応援をさせていただきました。ありがとうございました。私に聞こえてきた今年度の良かっ

た点について是非お伝えしたかったのでお話します。一つ目は、スタート地点までの導線が改善され

てとても良かったとおっしゃった方がいました。それから距離表示が、１ｋｍ毎に改善されてそれが

とても良かったということです。それから私達も今回凄く気になったことで、中学生のボランティア

の方が沢山いました。中学生のボランティアの方に元気付けられたとおっしゃっていた参加者の皆さ

んがとても多かったです。特に沢山あったフルーツ提供が、その時も中学生が、フルーツを手渡して

くれて、凄く元気な声を掛けてくれて、疲れている体にとても元気を貰ったということで皆さんおっ

しゃっていました。特に改善点等については、私も見ていて気付かなかったのですが、今年度大会終

了後に、改善点として今後検討が必要とされるような内容ということで、あがったことがもしあれば

教えていただきたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）ただ今中野委員さんから改前後の良かった点ということで、お聞きし
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ましたので、それについては今後も継続できるものは継続していきたいと思っております。また今後

の改善点につきましては、現在各主任さんを中心として、意見を集約するところでございます。結果

が出次第ご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）報告事項２の上尾市学校施設更新計画について、この数字を見ていますと少子化と

いう部分で、日本全体の問題ですので上尾だけで対応できるということではありませんが、こういっ

たことが現実として突きつけられる。数字として見える部分で、大変大きな問題になってくるという

ふうに考えております。その中で思ったところは、６０ページ、６１ページに見込みの数字が出てい

ますが、平成３０年と令和５年で、それぞれ数字を見ていきますと、それぞれの全体の合計で、平成

３０年ですと小学校が１１，２９５人、それが令和５年ですと１０，４８２人ということで、この見

込みというのが、この５年で８１３人も減っている数字が出ています。数か月前に、上尾市の今の現

状と５年前から生徒の増減を見させていただいたときに、これの倍ぐらい減っていました。この見込

みでいくと今、年平均１６２人が減っていくことになっていると思いますが、数か月前に見せていた

だいた数字は、毎年３００人規模で減っているということですので、ここに掲げてある計画というと

ころで見ているところは、良くてこの数字ではないかなと思います。実際はこの倍ぐらいの数字で、

小学生が減っているということになると思いますので、そういったことを踏まえて、このこともしっ

かりと考えていかなくてはいけないのではないかなと思いましたので、意見として言わさせていただ

きます。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）報告ありがとうございました。学校施設基本計画について質問をさ

せていただきます。今大塚委員の方でも発言がありました。児童生徒が減っているというのは、日本

の人口減少から見て当たり前のことだと思います。今後人口減に伴って、児童生徒が減少するとなる

と、今回のこの方針で、大規模適正小規模という定義が記載されています。例えば２６ページ、２７

ページにその定義が記載されています。これは定義です。そしてずっと見ていくと、３０ページ、３

１ページ、小規模校におけるメリット、デメリットということがあって、その次のページにも、これ

は参考ですが、小規模校におけるメリット、デメリットということで、小規模校に関してだけが記載

されています。それは当然で、大規模になることはほぼないということで記載がされていないと思い

ます。ここからが質問ですが、３３ページに「小・中学校における適正配置の検討」という項目があ

ります。４．０ｋｍと６．０ｋｍという数字があって、その下に、アンケートを取ったら、「１．５

ｋｍから２．０ｋｍを」という記載があるのですが、これは実は当然なんです。親にしてみれば近い

方が良いに決まっている訳ですから。しかし、小規模におけるデメリットというのは大変大きいと思

います。小学校１年から６年まで、各学年１クラスで６年まで全く学級が変わらない。どういう現象

が起きるかというと、僕が一番気にしているのは、子供達が３０人いたら、Ａという子は勉強ができ

る。Ｂという子は体育が出来る。Ｃという子は発言が良い。Ｄという子は全く発言をしない。６年回

続くんですね子供の社会というのが、僕はそう思っています。そうするとそれが小学校が終わり、中

学校に行って、一般社会に出ていくとなって、一番大切な小学校、中学校、いろいろと情緒が形成さ

れる時に、大変デメリットという一言では済まされないぐらいの今後の人生の設計というか、計画に

おける、大きなマイナスといったら語弊がありますけれども、ものになるような気がしています。と

なると小規模校を改善するということの方が、上尾市教育委員会とか、教育を今後、子供達のことを

考えて、教育する大人の責務としては、大事なのではないなと。となると確かに親御さんたちは、１

ｋｍとか２ｋｍ近いに決まっているということはあるんですけれども、教育委員会としてはどうする

かと。となると日本は大変安全な国ですので、諸外国、特にアメリカの様に、学校はイエローバスが
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走って、即ちスクールバスが子供達をピックアップして安全な学校まで連れて行くと。それであれば

学校までの距離は１０ｋｍでも可能になると思います。そうすると、規模を大きくするということは、

今度可能になってくると思うんですよね。もちろん教育に係る費用については検討する必要があるん

ですが、ただ僕はこういう様な基本計画、いわゆる上位計画として位置付けるのであれば、小・中学

校における適正配置というのをここに基準として４ｋｍ、６ｋｍと書くのは、僕はどうなのかなと、

いうことを思いました。これは上尾市教育委員会だけではなく、日本全国、もっと上の方の文科省が、

どういうふうに考えているか、私は勉強不足で分からないですけれども、もしその辺、他の町とかの

状況が分かれば教えていただきたいと思います。以上です。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）今細野委員さんからお話があった通り、例えば通学距離に関しましては、

その方法等、上尾市とまた北海道、地理的に違うものを単純に比較はできませんが、北海道などでは

かなり学校の距離が開いておりますので、そうすると先ほどお話のあった通学バスを使う様な通学方

法が実際に行われております。上尾市においてもその通学の方法等、そういったものが確保されれば、

当然通学距離を伸ばすことができます。例えば、バスでなくても自転車等の利用も、今中学校では実

施しておりますし、そういった方法で通学の距離は考えられると思います。その中で、この通学距離

の基準、こちらは国の基準になりますが、小学生では４ｋｍ、中学生では６ｋｍというものがござい

ますけれど、これに合わせて、学校を、小学校、中学校、その通える範囲、ここに学校があった場合

に、どのくらいになるか、そうするとやはり、通学の方法を、徒歩では難しいので自転車の導入など、

その他の方法を考えることができると思います。そういった中でのひとつの指針、考える上での指針

となるものを示す必要がございますので、ここで出させていただいております。ただ、実際には、全

てが碁盤の目の様に整っている訳ではありませんので、そこの地区の状況に合わせて考えていく必要

がございます。こちら指針としまして基準を載せさせていただいておりますが、実際に今後、更新計

画を策定していく中ではそういった詳細な部分を含めて検討が行われることになるかと思います。以

上でございます。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。それでは、報告につきまして質問、ご意見をいただき

ました。これで終了したいと思います。 

 

日程第６ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）続いて「日程第６ 今後の日程報告」をお願いいたします。 

 

（森泉洋二 教育総務課長）それでは、１２月の主な日程をご案内させていただきます。１２月２６日

（木）、教育委員会１２月定例会を午前９時３０分から開催する予定でございます。こちら場所が、

議会棟の全議員協議会室を予定しております。また、定例会後に総合教育会議の開催をする方向で、

現在調整をしております。日程は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。日程に関して何か質問等ございますか。 
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～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、日程報告については終了したいと思います。 

 

日程第７ 議案の審議 

（池野和己 教育長）ここからは、非公開の会議といたします。恐れ入りますが、傍聴の方は、ご退室

をお願いいたします。 

 

～傍聴人退場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、議案の審議を行います。「議案第５３号 上尾市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５３号につきましては、森泉教育総務課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５３号 上尾市学校設置条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について 

（森泉洋二 教育総務課長）議案書２ページ「議案第５３号 上尾市立学校設置条例の一部を改正する

条例の制定に係る意見の申出について」でございます。合わせて、別冊の議案資料１ページをお願い

いたします。はじめに、提案理由でございますが、上尾市立平方幼稚園の園児数の減少及び市内民間

幼稚園・認定子ども園の配置状況等、上尾市立平方幼稚園を取り巻く状況を総合的に勘案して同幼稚

園を閉園することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市

長に意見を申し出たいので、この案を提出するものでございます。上尾市立平方幼稚園に関しては

「在り方について」ということで６月定例会においてご協議いただき、在園児数が定員から大きく下

回る状況が続いていることや管理運営費の状況、市内私立幼稚園・認定子ども園の配置状況、園児数

の状況あるいは１０月から幼児教育無償化が実施されること、また、幼児教育振興協議会からは私立

幼稚園２１園が市内全域を満たし、地域的格差がないこと、現に通園している園児数よりさらに１，

５００人以上の園児を受け入れる余力があること、全体として一定の幼児教育の水準を保っていると

の答申をいただいたことなどを説明させていただきました。そして、園児数の推移、施設の耐用年数、

民間幼稚園の就園状況等を考慮し、閉園することが妥当であるとの結論を出していただきました。 

その後、８月に平方地区区長会への報告を行い、９月と今月１１月に平方幼稚園の園児の保護者への

説明会を開くなどして、関係者に閉園の方針を説明させていただき、現在に至っております。議案資

料１ページをお願いいたします。条例案の規定について申し上げますと、本則で上尾市立学校設置条

例第１条中の「幼稚園」を削り、第２条について幼稚園の名称と位置を削ります。附則では、「上尾

市立幼稚園の利用者負担額に関する条例」は、利用者負担額の対象となる施設がなくなるので、必要

な経過措置を設けた上で廃止します。同様の理由で「上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例」における「市立学校」の定義を変更します。なお、施行期日は令

和４年４月１日とするものです。説明は以上です。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第５３号について説明をいただきました

が、質疑、意見はございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 
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（池野和己 教育長）ないようですので、これより採決をいたします。「議案第５３号 上尾市学校設

置条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議は

ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）続きまして、「議案第５４号 上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例

の制定に係る意見の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５４号につきましては、柳川スポーツ振興課長が説明申し上げます。 

 

○議案第５４号 上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について 

（柳川忠明 スポーツ振興課長）議案書の４ページ、５ページをお願いします。「議案第５４号 上尾

市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」でございます。提案

理由ですが、平塚サッカー場の改修に伴い、利用時間、使用料の額等を改めることについて、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長に意見を申し出たいので、この案

を提出するものです。内容についてですが、議案資料の２ページも一緒にご覧ください。これまで

「午前１・午前２・午後」の日中のみの利用単位でしたが、「夜間１・夜間２」の２つを加えており

ます。１単位あたりの利用時間は日中が３時間で、夜間は２時間でございます。使用料はこれまで１

単位あたり１，０００円でしたが、改修後は１時間当たり２，４００円となります。また、改修後は

グラウンドの半面利用が可能となることから、その場合の使用料は半額となります。児童・生徒につ

きましては、全面利用・半面利用、それぞれ半額となります。新たに設置します夜間照明設備につき

ましては、１時間あたりの使用料は、全点灯が１，６００円、１／２点灯が８００円となります。な

お、照明設備の利用には、必ず電気料金が発生するため、減免の性質にはなじまないことから受益者

負担とし、減免措置等はございません。説明は以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第５４号について説明をいただきました

が、質疑、意見はございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、これより採決をいたします。「議案第５４号 上尾市平塚サ

ッカー場条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご

異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 
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（池野和己 教育長）続きまして、「議案第５５号 平成３１年度上尾市一般会計補正予算に係る意見

の申出について」説明をお願いいたします。 

 

（小林克哉 教育総務部長）議案第５５号につきましては、西嶋教育総務部次長が説明申し上げます。 

 

○議案第５５号 平成３１年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について 

（西嶋秋人 教育総務部次長）恐れ入ります。議案書６・７ページをお願いいたします。「議案第５５

号 平成３１年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について」でございます。提案理由です。

教育委員会の権限に属する事務に係る上尾市一般会計に関する予算の補正について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長に意見を申し出たいので、この案を提出す

るものでございます。今回は、すべて債務負担行為補正となります。表に掲げております１３項目の

債務負担行為は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことで、期間と限度額を定めるものでございま

す。今回の債務負担行為の期間は、すべて今年度、平成３１年度から、来年度、令和２年度まででご

ざいます。本来であれば、それぞれの事項につきましては、令和２年度に実施する事業であるため、

令和２年度当初予算で予算化するものでございますが、この議決を待っておりますと、契約事務に着

手ができないため、債務負担行為を行いまして、次年度の事業運営をスムーズに実施するため、契約

を平成３１年度中に行うための補正案を提出させていただくものです。１行目、中学生海外派遣研修

業務では、早期に航空チケットなどを確保するため、２行目 小中学校ＡＬＴ派遣業務は、年度当初

に配置するＡＬＴの確保のため、下から２行目 中学校給食共同調理場施設改修工事では、老朽化し

たボイラー施設等の改修を行うための業務に着手するためのものでございます。同様に、小・中学校

の管理業務をはじめ、その他の掲載している業務につきましても、令和２年４月１日から業務を開始

するため、平成３１年度中に契約事務を行うものでございます。説明は、以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。ただ今、議案第５５号について説明をいただきました

が、質疑、意見はございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ないようですので、これより採決をいたします。「議案第５５号 平成３１年度

上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出について」原案どおり可決することにご異議はございませ

んか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。 

 

（池野和己 教育長）最後に、全体を通して、委員の皆様から、ご意見、ご要望がありましたら、お願

いいたします。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 
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～委員全員から「はい」の声～ 

 

日程第８ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。それでは、本日予定されておりました日程は以上です

べて終了いたしました。これをもちまして、上尾市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。たい

へんお疲れ様でございました。 

 

令和元年１２月２６日   署名委員 大塚 崇行 

 


